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協議第１８号 
 

公共的団体等の取扱いについて（継続協議） 
 
公共的団体等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年２月２１日提出 

 
             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 

 

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情

を尊重しながら、次のとおり調整に努める。 
 
１ 共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう調整に努める。 
 
２ 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進

められるよう調整に努める。 
 
３ 独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 
 
 



協議第２７号 
 

補助金、交付金等の取扱いについて（継続協議） 
 
補助金、交付金等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年２月２１日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 

 

 補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等に配慮して次のとおり調

整する。 
なお、義務的補助金を除く全ての補助金、交付金等について、合併後においても補助効果

等を踏まえて見直しを行う。 
 

１ 同一又は同種の団体・事業等に対する補助制度は、統合の方向で調整する。  
 
２ 各市町独自の団体・事業等に対する補助制度は、合理的な理由がある場合については、

当面現行制度を認めるが、市域全体の均衡を保つように原則合併後３年以内を目途に調整

する。 
 
 



協議第３２号 
 

地域自治区等の設置及び都市内分権について（継続協議） 
 
 地域自治区等の設置及び都市内分権について、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年２月２１日提出 
 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
 合併前の地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、合併後の新市における一体的なまち

づくりを円滑に進めるための経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０

年法律第６号）第５条の５第１項の規定に基づく地域自治区を次の「地域自治区の設置に関

する協議」のとおり設置する。 
 新市全体の都市内分権の在り方については、合併後５年を目途に検討する。この場合にお

いて、都市内分権の在り方の検討結果が、本協議事項に影響を及ぼすと認めるときは、設置

期間等協議事項を変更する措置を講ずる。

 
 

地域自治区の設置に関する協議 
 
 （地域自治区の設置） 
第１条 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の５第１項の規

定に基づき、合併前の津久井町及び相模湖町に、それぞれの区域を単位とした地域自治区

を設置する。 
 （地域自治区の名称） 
第２条 地域自治区の名称は、それぞれ津久井町及び相模湖町とする。 
 （地域自治区の設置期間） 
第３条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成２３年３月３１日までとする。 
 （地域自治区の事務所） 
第４条 地域自治区の事務所（以下「事務所」という｡）の位置、名称及び所管区域は、次の

とおりとする。 
地域自治区 事務所の位置 事務所の名称 事務所の所管区域 

津久井町 
相模原市津久井町中野

６３３番地 
津久井町地域自治区事務所

合併前の津久井町の

区域 

相模湖町 
相模原市相模湖町与瀬

８９６番地 
相模湖町地域自治区事務所

合併前の相模湖町の

区域 
２ 事務所は、市長の権限に属する事務の一部を分掌し、及び次条に規定する地域協議会の

庶務を処理する。 



３ 事務所に事務所長を置き、事務吏員をもって充てる。 
 
 （地域協議会の設置） 
第５条 地域の住民の意見を反映させるため、地域自治区に地域協議会を設置する。 
２ 地域協議会の名称は、それぞれ津久井町地域協議会及び相模湖町地域協議会とする。 
 （地域協議会の構成員） 
第６条 地域協議会を組織する構成員（以下「構成員」という｡）は、当該地域自治区の区域

内に住所を有する者のうちから市長が選任する。 
２ 市長は、構成員の選任に当たっては、当該地域自治区の住民の多様な意見が適切に反映され

るものとなるよう配慮しなければならない。 
３ 構成員の定数は、それぞれ３０人以内とする。 
４ 構成員の任期は、２年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とす

る｡ 
５ 構成員は、再任を妨げない｡ 
６ 構成員には、報酬は、支給しない。 
 （地域協議会の会長及び副会長） 
第７条 地域協議会に会長及び副会長１人を置き、構成員の互選により定める。 
２ 会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。 
３ 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 
４ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
５ 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、会長及び副会長を解任すること

ができる。 
（１）心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他その職に必要な適格性を

欠くと認めるとき。 
（２）職務上の義務違反その他会長又は副会長たるに適しない非行があると認めるとき。 
 （地域協議会の権限） 
第８条 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたも

の又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることが

できる。 
（１）当該事務所が所掌する事務に関する事項 
（２）前号に掲げるもののほか、市が処理する当該地域自治区の区域に係る事務に関する事

項 
（３）市の事務処理に当たっての当該地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化

に関する事項 
２ 市長は、次に掲げる事項であって地域自治区の区域に係るものについては、あらかじめ、

当該地域協議会の意見を聴かなければならない。 
（１）新市建設計画の変更に関する事項 
（２）合併協議会における協議事項及び重要な事務事業の調整方針の変更に関する事項 
（３）基本構想及び総合計画の策定又は変更に関する事項 
（４）前３号に掲げるもののほか、市長が認める重要事項 



３ 市長その他の市の機関は、前２項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な

措置を講じなければならない。 
 （地域協議会の会議） 
第９条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 
２ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 
３ 会長は、構成員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集し

なければならない。 
４ 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
５ 会議の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
６ 会長は、審議上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を

求めることができる。 
７ 会議は原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で

公開しないことができる。 
 （委任） 
第１０条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
 
 



協議第３３号 

 

新市まちづくり計画について（継続協議） 

 

 新市まちづくり計画について、別紙のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年２月２１日提出 

 

             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 



報告第９号 

 

「相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町による法定合併協議会の設立及び 
合併協議に係る合意書」及び「相模原市及び藤野町による法定合併協議会の 
設置及び合併協議に係る合意書」の調印について 

 

 平成１７年２月１８日付けで、別紙１及び別紙２のとおり合意書に調印がされたので報告

する。 

 

  平成１７年２月２１日提出 

 

             相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 
 
 
 
 



（写） 別紙１

相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町による 
法定合併協議会の設立及び合併協議に係る合意書 

 
 
 相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町（以下「１市３町」という。）は、法定合併協議

会の設立及び合併協議にあたり、次の事項について合意する。 
 
 
１ １市３町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２及び市町村の合併

の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第３条第１項の規定に基づき、平成１

７年４月１日付けで「相模原・津久井地域合併協議会（以下「法定合併協議会」という。）」

を設立する。 
 
２ 法定合併協議会に係る規約（案）は、別添のとおりとする。 
 
３ 法定合併協議会に係る予算（案）は、別添のとおりとする。 
 
４ 上記に定めるもののほか、法定合併協議会の設立に関して必要な場合には、１市３町で

協議し、決定する。 
 
 
平成１７年２月１８日 

 
 

                   相模原市長  小 川 勇 夫  □印  

 

       城 山 町 長  小 林 正 明  □印  

 

          津久井町長  天 野   望  □印  

 

         相模湖町長  溝 口 正 夫  □印  



（写） 別紙２

相模原市及び藤野町による 
法定合併協議会の設置及び合併協議に係る合意書 

 
 
 相模原市及び藤野町（以下「１市１町」という。）は、法定合併協議会の設置及び合併協議

にあたり、次の事項について合意する。 
 
 
１ １市１町は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２及び市町村の合併

の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第３条第１項の規定に基づき、平成 
１７年４月１日付けで「相模原市・藤野町合併協議会（以下「法定合併協議会」という。）」

を設置する。 
 
 
２ 法定合併協議会では、平成１８年３月３１日までに合併することを目標として協議する。 
 
 
３ 法定合併協議会に係る規約（案）は、別添のとおりとする。 
 
 
４ 法定合併協議会に係る予算（案）は、別添のとおりとする。 
 
 
５ 上記に定めるもののほか、法定合併協議会の設置に関して必要な事項は、１市１町で協

議し決定する。 
 

 
平成１７年２月１８日 

 
 

相模原市長 小 川 勇 夫  □印  

 

    藤 野 町 長 倉 田 知 昭  □印  

 



報告第１０号 

 

津久井郡一部事務組合解散協議会における協議状況等について 

 

 津久井郡一部事務組合解散協議会会長から、津久井郡一部事務組合解散協議会における協議状

況等について、別紙のとおり報告があったので報告する。 

 

  平成１７年２月２１日提出 

 

               相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙

平成１７年２月１８日 

 

 

相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会 

会 長  小 川 勇 夫  殿 

 

 

津久井郡一部事務組合解散協議会 

会 長   溝 口 正 夫 

 

 

 

津久井郡一部事務組合解散協議会における協議状況等について（報告） 

 

 

立春の候、貴職におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町（津久井郡４町）が組織する津久井郡一部事務組合解

散協議会に、日頃から御理解と御協力を賜わり厚くお礼申し上げます。 
さて、津久井郡４町で組織しております一部事務組合（津久井郡広域行政組合及び相模湖モー

ターボート競走組合）の解散に係る協議の状況等について、別紙のとおり報告しますので、第２

回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会における取扱い等につきまして、格別の御配慮をい

ただきたくお願いを申し上げます。 
なお、今後、貴協議会の協議の進捗等に併せ、津久井郡４町で組織している一部事務組合の解

散協議に誠心誠意取り組んでまいりますので、今後とも、御指導と御協力を賜わりますよう重ね

てお願い申し上げます。 
 

 

事務局  相模湖町合併推進課 

電話 0426－84－3211 



別 紙

津久井郡一部事務組合解散協議会における協議状況等について 
 
１ 設立の経過 
城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町（津久井郡４町）は、相模原市との合併協議を進め

ていくにあたり、津久井郡４町で組織する一部事務組合（津久井郡広域行政組合及び相模湖モ

ーターボート競走組合）の解散について、住民生活に支障をきたすことのないよう円満に問題

解決を図るため、津久井郡一部事務組合解散協議会を設立し、協議を行っています。 
 
２ 協議状況等 
 津久井郡の４町長により構成する津久井郡一部事務組合解散協議会では、次のとおり会議を

開催しています。 
 
（１）会 議 

４回開催（平成１６年２月１３日～１２月２７日） 

 

（２）相模湖モーターボート競走組合の解散について 

平成１７年３月（平成１６年度）をもって、モーターボート競走事業から撤退すること

について、関係団体の理解を得られたことから、構成町議会の議決を経て次のとおり組合

を解散することとしています。 
 
○解散期日 
平成１７年３月３１日 

○組合職員の処遇 
構成する津久井郡４町の職員として採用する方法で身分保障を行う。 

○財産の取扱い 
組合所有財産（旧庁舎及び車庫）については、津久井郡４町がそれぞれ４分の１を持

分とする共有財産とする。 
 

（３）津久井郡広域行政組合の解散について 

 

解散期日、組合職員の処遇及び組合所有財産の取扱い等について、今後、本協議会にお

いて検討を行う予定になっています。 
 
 
以  上 



〈参 考〉 
 
１ 相模湖モーターボート競走組合の概要等 
相模湖モーターボート競走事業については、基幹産業を持たない津久井地域の財政改善を図

ることを目的として、津久井郡４町により相模湖モーターボート競走組合を設立し、昭和３５

年の初開催以来、津久井郡４町の財政に大きく寄与してまいりましたが、現在、モーターボー

ト競走事業は厳しい経営環境にあります。 
 

(１)設 立 
昭和２９年３月３０日 
（津久井郡４町により、モーターボート競走法に規定する事務を共同処理するため設立） 

(２)モーターボート競走の開催状況等 
  ・開催場所    平和島競走場 
  ・年間開催日数  ２５日／年  
  ・事業収益    約３０９億４,５００万円（昭和３４年度～平成１５年度） 
(３)組合職員 

６名 （平成１６年４月１日現在） 
 

２ 津久井郡広域行政組合の概要等 
  津久井郡４町は、人口・財政規模等から単独で処理することができない廃棄物処理をはじめ、

消防業務、急病診療業務など、地域住民の生活に不可欠な業務を共同で処理するため、津久井

郡広域行政組合を設立しています。 
 

(１)設 立 
昭和４５年４月１日 
（津久井郡４町により、津久井郡隔離病舎一部事務組合と津久井清掃事業組合、並びに津久

井郡救急本部を統合して設立） 
(２)実施業務 
  ・一般廃棄物（ごみ、し尿）の収集、運搬、処理 
  ・消防事務及び急病診療 
  ・広域市町村圏計画の策定、進行管理 
(３)組合職員 
１８０名 （平成１６年４月１日現在） 
〈内訳：一般事務職 24名、一般技術職 3名、現業職 47名、消防職 106名〉 

 
 



８ その他 
 
（１）今後の協議会開催日程（案）について 

 

第３回相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会（予定） 
 

◇ 日 時：平成１７年３月１３日（日）午後２時３０分から 
◇ 場 所：けやき会館 ５階 大樹の間 
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